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令 和 7 年 10 月 15 日  

 

 

 別紙 関係団体担当理事等 殿 

 

国土交通省海事局安全政策課長 

 鈴木 長之 

（公印省略） 

 

船舶検査心得の一部改正について（通知） 

 

脂肪酸メチルエステルや植物油等（以下「バイオ燃料」という。）と重油又

は軽油等との混合物（以下「バイオ燃料混合油」という。）について、バイオ

燃料の体積が 25%を超えるものについては従来から国際バルクケミカルコード

（IBC コード）において液体化学薬品として定義されているところですが、令

和７年４月に開催された第 83 回海洋環境保護委員会（MEPC83）において、バ

イオ燃料混合油の内、バイオ燃料の体積が 25%を超え 30%以下のものを他船へ

の供給目的で運送する場合は、油タンカーでの輸送を認める暫定ガイダンス

（MEPC.1/Circ.917）が承認されました。 

今般、当該ガイダンスの GHG 排出削減に資するバイオ燃料の利用拡大との

趣旨に鑑み、他船に供給する目的でバイオ燃料混合油（バイオ燃料の体積が 25%
を超え 30%以下のものに限る。）を運送する液体化学薬品ばら積船について、適

用される技術基準を油タンカー準拠とするため船舶検査心得の一部を別添のと

おり改正しましたので、よろしくお取り計らい頂きますようお願い致します。 

また関係各位への周知方よろしくお取り計らい頂きますようお願い致しま

す。 

なお緩和される基準は船舶に対するもののみであり、船舶所有者、船長、乗

組員等に対する基準・要件等は緩和されませんのでご留意ください。 
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別添 
船舶検査心得 新旧対称表 

〇1-1 船舶安全法施行規則 
(傍線は改正部分) 

新 旧 
第4章 雑則 第4章 雑則 
(資料の供与等) 
51.5(a)~(g) （略） 
(h) 第51条第5項第6号の規定は、危険物船舶運送及び貯蔵規則心得139.0(d)の要件を

満たす船舶には適用しない。 

(資料の供与等) 
51.5(a)~(g) （略） 

(新設) 

 
 
〇2-3 船舶防火構造規則 

(傍線は改正部分) 
新 旧 

第1章 総則 第1章 総則 
(特殊な船舶) 
5.0(a)~(c) （略） 
(d) 危険物船舶運送及び貯蔵規則心得139.0(d)の要件を満たす船舶について、第57条の

規定は、タンカーとして適用して差し支えない。 

(特殊な船舶) 
5.0(a)~(c) （略） 

(新設) 

 
 
〇3-1 船舶設備規程 

(傍線は改正部分) 
新 旧 

第1編 総則 第1章 総則 
(特殊な船舶) 
4.0(a)~(i) （略） 
(j) 危険物船舶運送及び貯蔵規則心得139.0(d)の要件を満たす船舶について、第165条の

(特殊な船舶) 
4.0(a)~(i) （略） 

(新設) 



 
 

p. 2 
 

規定はタンカー（船舶区画規程第2条第2項のタンカーをいう。）として適用して差し支え

ない。 
 
 
〇5-1 危険物船舶運送及び貯蔵規則 

                                  (傍線は改正部分) 
新 旧 

第2編 危険物の運送 第2編 危険物の運送 
第1章 通則 第1章 通則 

(危険物取扱規程の供与) 
5-8.1(a)~(d) （略） 
(e)  139.0(d)の要件を満たす船舶については、5-8.1(d)の事項等の記載を要しない。 

(危険物取扱規程の供与) 
5-8.1(a)~(d) （略） 

(新設) 
第2編 危険物の運送 第2編 危険物の運送 
第3章 ばら積み液体危険物の運送 第2章 危険物の個品運送等 
 第1節  第1節 

(同等効力) 
139.0(a)～(c) （略） 
(d) 次に掲げる全ての要件を満たす船舶については、規則第3章第3節の規定にかかわら

ず、液体化学薬品ばら積船の要件に適合するものとして取り扱って差し支えない。 
(1)  油タンカー（貨物倉の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する

船舶（専らばら積みの油（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律

第136号）第3条第2号に規定する油をいう。）以外の貨物の輸送の用に供されるもの

を除く。））に要求される技術基準に適合しているもの。 
(2) 油又は以下の液体化学薬品のみをばら積み運送する船舶であること。 

(i) 脂肪酸メチルエステル及び重油又は軽油の混合物（脂肪酸メチルエステルの体積

が25%を超え30%以下のものであって、引火点が60℃を超えるものに限る。） 
(ii) 植物油及び重油又は軽油の混合物（植物油の体積が25%を超え30%以下のもの

であって、引火点が60℃を超えるものに限る。） 
(iii) エチルアルコール及びガソリンの混合物（エチルアルコールの体積が25%を超

(特殊な船舶) 
139.0(a)～(c) （略） 

(新設) 



 
 

p. 3 
 

え30%以下に限る。） 
※(iii)については、引火点60℃以下の油の積載が禁止されない船舶に限る。 

(3) 液体化学薬品のばら積み運送は他船への燃料供給を目的とした運送に限ること。 

140..0(a)  139.0(d)の要件を満たす船舶については、規則第3章第3節第14款の作業要

件は適用しない。 
(b)  139.0(d)の要件を満たす船舶が、エチルアルコール及びガソリンの混合物（エチルア

ルコールの体積が25%を超え30%以下に限る。）を運送する場合は、規則第326条の規定

を準用する。 

（新設） 

心得附則  
(施行期日)  
(a) この改正は、公布日から施行する。 
(b)  危険物船舶運送及び貯蔵規則心得139.0(d)の要件を満たす船舶について、その用途を

「液体化学薬品ばら積船兼油タンカー」に変更する場合又は同要件を満たしていた船舶が

用途を「液体化学薬品ばら積船兼油タンカー」から「油タンカー」に変更する場合にあつ

ては、船舶設備規程心得附則(昭和59年8月30日) 附2.16(a)において規定する「主要な

変更」には該当しないものとする。 

 

 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

船舶用バイオ混合燃料の輸送に関する暫定ガ
イダンスを受けた制度変更について



バイオ燃料

重油等

現 行 制 度 暫定ガイダンス適用後

混合比
２５％

ケミカルタンカー
（有害液体物質／液体化学薬品）

油タンカー
（油）

船体
構造

２重構造。外板と貨物タンクの離
隔距離は油タンカーより大。

２重構造等。外板と貨物タンク
の離隔距離はケミカルタン
カーより小。

素材
材質

貨物タンク等は、耐腐食メッキ鋼
材、ステンレス等が必要。

貨物タンク等は、鋼材が必要。

排出
規制

ストリッピング装置等で処理後、
1ppm等以下で海洋排出。

油分濃度計を用い、積載量の
3万分の1以下で海洋排出。

ケミカルタンカーと油タンカーの貨物輸送における主要な比較

（有
害
液
体
物
質
／
液
体
化
学
薬
品
）

ケ
ミ
カ
ル
タ
ン
カ
ー

（油
）

油
タ
ン
カ
ー
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％

バ
イ
オ
燃
料
の
混
合
比

0％

⚫ 船舶用バイオ燃料混合油の貨物輸送では、バイオ燃料の混合割合25％を境に、25％を超えるものは、
「有害液体物質/液体化学薬品」として運送し、25％以下は油扱いで運送することが規定※。

⚫ 2025年4月開催の第83回海洋環境保護委員会（ＭＥＰＣ）にてバイオ燃料（ＦＡＭＥ等）の混合割合が体
積比で２５％を超え、30％以下の燃料油（以下、Ｂ３０混合油）のバンカリングを油タンカーでの輸送が
可能とする「従来のバンカリング船によるバイオ燃料混合油輸送に関する暫定ガイダンス（以下、暫定ガ
イダンス）」が承認。

⚫ 今般、暫定ガイダンスのＧＨＧ排出削減に資する趣旨に鑑み、船舶の技術基準等を改定。

バイオ燃料混合比の拡大について（重油燃料バンカリング船25→30％）

バイオ燃料

重油等

混合比
30％

油
タ
ン
カ
ー

※国内：危険物船舶運送及び貯蔵規則等、海洋汚染等防止法、国際：国際バルクケミカルコード（IBCコード）

貨物輸送の場合の制度比較※

※船内で燃料として利用する場合には、混合
割合による制限無いが、バイオ燃料混合油を
貨物輸送として運送する場合に、25％を境
に船舶に求められる設備が変わる。



１．船舶検査及び船舶検査証書の書換 ２．海洋への排出の禁止（規定の制定と備え置き）

⚫ B30混合油は、物性上は有害液体物質/液体化学薬品（以下、ケミカル）と位置づけられており、油タン
カーで輸送を行うには、船舶検査及び船舶検査証書の書換を経て、緩和するものとする。

→ B30混合油の積載が可能であることを記載する等（詳細は「油タンカーによるバイオ燃料混合油の運送に係る船舶検査等手続きについて」
を参照）

⚫ B30混合油の輸送は他船に燃料を補給することのみを目的としたものに限る。

⚫ B30混合油を含む水バラスト等は陸揚げすることとし、海洋に排出しないことを定めた規定を制定し、
船内に備えおくこと

暫定ガイダンスを受けた対応

液体化学薬品ばら積み船 兼 油タンカー

液体化学薬品ばら積み運送は他船への供給
を目的とした運送に限る。

貨物艙には以下の液体化学薬品以外の液体
化学薬品をばら積みの貨物として積載する
ことを禁止する。

用途欄
の書換

航行上の
条件欄に
追記

➢ 暫定ガイドラインでは、B30 混合油用に承認された油排出
監視装置（ODME)がない場合、全ての残渣、タンク洗浄物
を陸上に排出する事を条件とすることが定められている。

➢ 現状、B30混合油用に承認されたODMEが無いことを鑑
み、B30混合燃料を含む水バラスト等は海洋排出をしない
ことを条件とする。

バンカリング船（タンカー）のイメージ
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